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成田空港の離着陸制限（カーフュー）の 

弾力的運用に関する確認書 

  

平成２２年１０月、国・千葉県（以下「県」という。）・成田空港周辺９

市町（以下「９市町」という。）・成田国際空港株式会社（以下「空港会社」

という。）の四者（以下「四者」という。）で構成される「成田空港に関す

る四者協議会」は、成田空港の国際ハブ空港としての地位確立と地域と空

港の共栄のため、年間発着枠を３０万回に拡大することを合意した。 

現在、成田空港では、その効果として多様な航空ニーズに対応した施設

整備が進むとともに、国内外に新たな路線の展開がみられている。 

特にＬＣＣの新規参入は、成田空港を拠点に運用されることから、周辺

地域はもとより県民にこれまでにない利便が提供されると考えられ、県及

び地元９市町としても新たな発展の契機として期待している。 

こうした中、昨年 12 月、国及び空港会社は、成田空港の競争力を高め

るとともに、利用者の更なる利便性向上を図ることを目的として、オープ

ンスカイの導入に併せて、別紙のとおり「成田空港の離着陸制限（カーフ

ュー）の弾力的運用について（案）」を提案し、その後、９市町と共に地域

へ鋭意説明を行ってきた。 

四者は、この間の地域住民からの声を真摯に受け止め、生活環境保全の

視点から、弾力的運用を最小限とすることとし、下記の事項を遵守するこ

とを確認し、その実施について合意する。 

 なお、実施時期については平成２５年３月３１日とする。 

 

  



記 

 

１ 現行の成田空港の離着陸制限（カーフュー）時間及び２２時台の便数

制限（Ａ・Ｂ滑走路とも１０便まで）を引き続き厳守するとともに、弾

力的な運用が最小限となるよう航空会社の指導を強化すること。 

２ 弾力的な運用によって、なし崩し的に運用時間が拡大することのない

よう、２３時以降に新たなダイヤを設定しないこと。 

３ 提案された対象時間（２３時台及び５時台）の離着陸のうち、５時台

の着陸は当初の提案から除くこと。 

４ 空港会社は、関係市町の意見を踏まえ、騒音地域住民の健康影響調査

を実施すること。 

５ 空港会社は、弾力的運用が発生した場合には、速やかにメール配信や

ホームページへの掲載をするなど情報公開を徹底するよう、市町の意見

を踏まえ、早急に検討し実施すること。 

６ 弾力的運用の実施状況を毎回公表し、３か月に一度、毎月の実施状況

を取りまとめ、関係市町に報告するとともに、運用開始から１年後には、

市町の意見を踏まえ、検証を行い、その結果について速やかに公表する

こと。 

なお、上記４～６の健康影響調査、情報伝達及び公開、実施結果の  

検証に関する具体的手法については、早急に四者で協議をすることと 

する。 

また、国及び空港会社は、３０万回拡大合意の際約束された周辺対策

交付金の充実などのほか、新たな地域からの要望についても誠実に対応

し、県及び９市町と共に今後も地域と空港の共生共栄の理念の実現に努

める。 

特に、いわゆる「直下対策」のうち、現在実施されていない防音工事

の拡充については、平成２５年度早期の制度化を図るものとする。 
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